[bookmark: _GoBack]定款新旧対照表
	変更
	現行

	（略）

（役員の失職）
第２３条　理事又は監事がその被選任権を失ったとき又はその所属する被選任区を異動したときは、その職を失う。ただし、組合員である役員が独立行政法人農業者年金基金法（平成１４年法律第１２７号）第３１条第１項各号に該当する者となり、又は農業者年金基金法の一部を改正する法律（平成１３年６月６日法律第３９号）による改正前の農業者年金基金法（昭和４５年法律第７８号)第４２条第１項に規定する経営移譲をしたことにより、その被選挙権を失ったときは、当該役員は、その任期の残任期間において、組合員でない役員となることができる。

（略）
	（略）

（役員の失職）
第２３条　理事又は監事がその被選任権を失ったとき又はその所属する被選任区を異動したときは、その職を失う。








（略）




役員選任規程新旧対照表
	変更
	現行

	（役員の被選任権）
第１条　次に掲げる者は、役員の被選任権を有しない。
第１号～第３号　略
第４号　成年被後見人及び被保佐人
第５号　略
第６号　略

（略）
	（役員の被選任権）
第１条　次に掲げる者は、役員の被選任権を有しない。
第１号～第３号　略
第４号　禁治産者及び準禁治産者
第５号　略
第６号　略

（略）



